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以上のような密度の濃い研修の中ではあったが,音楽教育に向けての多くの貴重な示唆を得
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広く音楽教育の全容,カ リキュラム
・

指導内容の実状を把握し,我が国への適用とその問題

点を精査しようとするものである:    ‐

I 学校内における音楽教育について

西ドイツでは, 11州 がそれぞれ独自の政策を掲げるいわゆる連邦行政である。従って,そ
の教育行政も州によってまちまちであり, 日本の保育所保育指針・幼稚園教育要領～小学校学

習指導要領のような態をなしているわけではない。

このように教育行政が地方独自に任せられていることからくる問題点も多く,これが今日西

ドイツの課題にもなっている。

例えば,基礎学校 (Grund Schule, 日本の小学校 1年～4年)で,音楽教育について各州共

通の問題点としてとり挙げられているものに次の3点がある。

① 音楽指導が専門教師によって行なわれていない。

② 当然必要とされている特別教室が設置されていない。

③ 専門指導の時間数が極めて少ない。

以上のように,指導の実際以前の行政・運営面での問題点が多いのである。

①の問題については,日 本でも,特に低学年は音楽専科以外の学級担任の指導にゆだねられ

ていることのほうが多い。しかし, 日本は小学校6年生まで一貫した教育システムであり,高
学年ともなれば音楽専科の指導がおおむね期待できるのである。西ドイツの小学校では,音楽

専門教師による指導はほとんど期待できないというのが現実である。

②は,音楽教室というよりも別な教科の設備や備品に優先的に予算が使われるということで

ある。音楽教室はもちろん,楽器等の設備までもがなかなか望めないという話が多かった。日

本では,音楽室に所狭しと並ぶ楽器―この恵まれた物的環境を正しく評価し,受けとめていか

なくてはと思わずにいられない。

③の問題については,西 ドイツでは,音楽が主要な科目としてはそこから除外されている場

合が多いという。日本では,週 2時間の音楽授業数が確保されているのである。バニデシ・

ヴュルテンブルグ州の小学校長 Pfliger氏 の話によると,小学校 1～ 4年生の1週間の授業時

数の内訳は次のようであった。

独語 (5)算数 (5)故郷学 :歴史<理科・生物を含む>(3)体操 (3)宗教 (3)

音楽 (1)手芸<美術的内容を含む>(1):・・注,( )内 は,週当たりの時間数

この学校では,音楽の授業が 1時間割り当てられてはいるが1校長はこの1時間も満足に行

なわれているということではないと話してくれた。週の総授業数は,21時間になる。日本では

次のようである。

1学年 (25) 2学年 (26) 3学年 (28) 4学年 (29)

日本のほうがはるかに授業数が多い。つまり,西 ドイツでは学校が午前中に終了するという

理由によるものである。その為に限られた時間内でカリキュラムを組まねばならない。その結

果,主要科目が重視され,逆に音楽や図工の時間が削られるというわけであろう。

さて, 日本と西ドイツの学校制度の違いからくる問題点について,単純に両国の比較をする

のは難しいことである。日本の学校は,ク ラブ活動等特別活動を含めて,教師に負わされた負

担は非常に大きい。それに比べ西ドイツでは,学校と学校外の2本立てで公共の教育の場が用

意されているのである。更に, 日本では小学校から中学校までの9年間一貫した義務教育制度
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である。西 ドイツでも義務教育は 9年 (1部 の州では10年 )であるが,基礎学校 (グ ルント

シューレ)を 終了すると,将来進学を希望するコース (ギムナジウム)と 職業へつくものの

コ早ス (ハ ウプトシューレ)と その中間的なコース (実科学校)の 3つ の型の学校に振りわけ

る制度になっている。つまり,わずか10才で進路の決定をせまられるわけである。一

このような制度の中で問題となるのは,職業へつく者のコース (ハ ウプトシューレ)の子供

達は,その後音楽教育を直接受けることなく成入してしまうケースが多いということである。

それはまた,ギムナジウムの子供達にも共通して言えるようである。

筆者が参観したゴスラーのラッツギムナジウム (高等学校)の音楽授業でも:その状況をよ

みとることができたのである。

ここでは, 7名の生徒 (男子 3名 ,女子 4名 )を対象とした音楽授業を参観した。卒業試験

が 3科 目あり,その3科目めに音楽か美術かのいずれかを選択してもよいということである。

しかし,600名 の卒業生の内,音楽を選択したものは 3～ 4名 という。学校の中で音楽を勉強

してこなかったので,音楽を選択する生徒が少ないのだと教師が話してくれた。また,音楽を

選択した生徒の中でも,公の場で発表できる力を持つ者もいれば, 卜音記号さえわからない生

徒もいるということであった。

そこでの授業内容の概略を記してみると次のようである。        :
“～歌の指導～曲想と歌詞の関係を分析～同一歌詞に違ったメロ|デ イーのついた曲の鑑賞～

歌い方の違い,音程,強弱等の分析～"と いう流れで, 日本の中学生レベルにも及ばないので

はという印象をもったのである。

以上のように,種々な問題をかかえる中で,現在学校教育における音楽時数の改善や音楽教

師の資質の向上についての要求や提案が,各州の音楽省から出されてきている。また,音楽に

よって学校生活が豊かになり,音楽的形成によって社会的生活力がいくらかでもよくなるとい

う可能性を強調し,新聞,ラ ジオおよびテレビ等を通じて論議を重ねるなどの努力が積み上げ

られているという。

手元にあるニーダーザクセン州の音楽省が示した音楽教育における改善のためのプログラム

にもその努力の跡が見えるのである。抜粋してみよう。

☆ 普通学校における音楽教育について゛

* 幼稚園においては,音と身体表現の教育を強化し,その目的にかなった場所があるこ

と。

* すべてのものが自由に,公共の音楽生活に触れられるようにする。そして,青少年が

学校を卒業しても,音楽活動をやめないだけの十分な動機が与えられるよ:う に音楽教育

の改善を図る。そして,片よった感情的で偏知的な音楽教育をやめ,カ リキiラ ムを見

直すことし       ‐

* 音楽授業を週 2時間にする。どの生徒にとっても, どの学年においても義務化される

べきである。州によってはそうしていない所がある。    :
* 楽器をひけない子供でも音楽に興味をもっている子供のクラブを設置する。

* 学校教育の中での音楽指導:特に楽器授業を拡張する。

* 特に小学校では,必要な設備の整った教室を設置する。

* 職業学校 (ハ ウプトシューレ)における音楽教育を強化する。

* 特殊学校における音楽および身体運動の強化を図る。その為に必要な設備を整える。
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☆ 音楽学校 (学校外)における音楽教育ついて

* 子供・青少年の音楽教育については, 4～ 6才, 6～ 8才の子供の最低10%は受けら

れるようにする。ワンコースにつき12～ 15名,毎週 2時間 (最低75分)の 2年間とする。

* 教室は,子供の住んでいる近くにおき,独立した場所が必要である。普通学校を利用

してもよいが,その部屋には楽器などの設備があることが条件である。

* 音楽を習う準備段階のレッスンを提供できるようにする。そして,教える側の再教育

も必要である。再教育の場合,労働促進法に基づいて,音楽学校で既に仕事に従事して

いる人も受けられる。

* 楽器を借りる場合,音楽学校に属していなくても借りられるようにしなければならな

い 。

* 個人演奏の意欲をかきたてるようにする。生徒達のコンサートができるように音楽会

場,劇場,ホ ールを解放する。

以上のように,地方それぞれの教育制度の違いについては統一できないとしても,教育内容

を優先して改善しようとする努力の跡が見られるのである。

10年位前までは,音楽を勉強した若い人は,学校で音楽をやりたくない子供までの指導はじ

たくないという理由で,ほ とんど音楽学校 (Musik schule)へ の就職を希望してきていた。し

かし,こ こ4・ 5年の出生率減少 (1家族1.3名 )か ら,音楽学校でも教員余剰問題が持ち上

がり,普通学校に就職する例が多くなったという。多くの子供に質的向上を期待する声も大き

くなっているのである。また,共産圏で,音楽・芸術 。文化の発達が著しいことを見て,その

大切さを政治家が理解しつつあるという。将来の週 2時間の音楽授業義務化への明るい希望を

語ってくれた二ニダーザクセン州の音楽局長の願いがかなう日も近いであろう。

I 学校外 における音楽教育について

学校の授業が午前中で終了し,午後の余暇の生かし方として適切な教育カリキュラムが用意

される必要が出てくる。このことは現代の西 ドイツにおける青少年教育の最大の課題である。
この学校外の分野について, 日本よりも高い価値が与えられているのはこのためである。

子供達の約50～ 60%が学校外の団体に所属しており,未加入者はその他の公的な施設,オ ー

プンドアハウス,冒険広場および児童公園等の余暇施設を利用している。そして,それぞれの

施設にはソーシャルワーカーなどの専門家が常駐している。学校が終了して,公共の音楽学校

(Musik schule)|こ 通ってくる子供達は地域にもよるが,平均して15%位だというもそして
,

その子供達のほとんどはギムナジウムヘ進学している。また,筆者が訪問したヴィンネンデン

音楽学校では,学校の先生との交流がうまくいき,約45%の子供達が通ってくるとのことで

あった。したがって,音楽学校はまた,学校あるいは学級担任の指導の限界を越える部分をう

める役割をも果たしているわけである。

ヴュルツブルグ音楽学校長オイゲン・ザッスマンスハウセン氏の話では,こ この音楽学校は

1945年 に設立され,当時はまだ繁盛というわけにはいかなかったという。やがて,1953年 ドイ

ツ音楽省 (局)が設立され,戦後音楽を通して国を盛 り上げようとの機運が高まり, ヒンデ

ミットやカール・オルフ等の音楽教育者が中心となって音楽教育を盛り上げる努力がなされた。

そして,それにより学校の内外を問わず音楽教育が重視されるようになってきたのである。

ドイツは,ク ラシック音楽の発祥地といわれているにも関わらず,国際的コンクールに入賞
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するものは少なく, またオーケストラの要員不足も加わり,1960年代からの音楽学校の活動が

クローズァップされてきたようである。当時,音楽学校は,青少年および下般愛好者の為の音

楽教育機関であったが,現在は,音楽愛好家のセンター的役割も兼ね,早期音楽教育センター

の機能を呆たしつつ,その数は800校にも及ぶという。

音楽学校連盟の公的な音楽センターが地区毎にあり,各専門分野にはそれぞれ有能な指導者

が配置されている。また,子供ばかりでなく,その地区の一般愛好家に対しても夜間授業が行

なわれている。

音楽学校の性格を見る為に, ビュルツブルグ音楽学校案内の一部を紹介してみたい。

“音楽というものは,子供にとってとても良いことです。音楽教育を受ける子供はホビーも

増えるし,将来への仕事・職業の準備にもなります。また,知覚力・認識力をつけ,常識 (理

性)と 感情の間の関係をうまく保つことができます。自己表現の可能性も増え,恐怖感もとれ

ます。そして,集中力・自己統制力・コミュニケーション能力・コンタクト能力もつき,従う

て何もしないだらだらとした自由時間の浪費もなくなります。そして,音楽という商品によっ

て消費ぐせもとれ,文化的生活への積極的な参加もできることになります。～ (中 略)～音楽

学校の生徒には,他のホビーと同様に,物質的・技術的というよりは内面的・精神的な意欲を

かきたてることができるようにしています。そして,表面的なことではなく生徒達の反応を敏

感にキャッチしています。音楽の感覚育成は, 日常の練習にあります。感覚を磨くという面で,

定期的に演奏会を開き,音楽を聞くということにも重点をおいています。～ (後略)～ "0

たまたま筆者が訪れたビー

レフェルトの音楽学校 (1970

年設立)では,今子供達がオー

ケス トラと一体になって “動

物の謝肉祭"(サ ンサーンス

作曲)の練習をしているとこ

ろであった。 (写真 1参照 )

小さい子供達が,自 分達で

作った動物の衣裳 をつけて

オニケス トラの演奏に合わせ

て行進 しているのである:楽

しい解説付きで子供達が次々

に登場 した。それは, まことにほほえましく,音楽を心から楽しんでいる光景であった。このよう

な形での感覚育成の場力ヽ周到に用意されていること力ち このことからもよみとれたのである
`l 教育体制

図 1は , ビーレフェル ト音楽学校の教育組織の概要である。他の音楽学校もほぼ同じシステ

ムで運営されている。

①の早期教育コースと②の初期 (基礎)教育コースは,就学前と小学校の子供達が,遊びな

がらリズムと音になじむようにシスティマテツクな指導内容を用意している。①のコースは,

週1回 2年間で,学校、入る前までにこの2年間を終了していることが望ましいことを強調し

ている。②のコースは,放課後週2回 , 1年間で低学年の子供がどの地区においても学べるよ

うにしている。このコースについては,どの小学校でも1年生に対して,音楽学校にこのよう

写真 1 “動物の謝肉祭"練習風景
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なコースがありますょということをキ旨導しているという。

また,図 1に は明示していないが,補助 (副科)コ ースも設けられており,①のコースを終

了した子供を対象に,ア ンサンブルなどに参加させ,練習の大切さを知らせている。

図1 音楽学校教育組織図

① 早 期 教 育
4～ 6才

ノ

刃
② 初 期 教 育

6～ 8才

/ノ

⑥音楽学校外初期教育

音楽学校外楽器教育

(基本的には,①または②または0を行った者しか,0,④ ,⑤に進むことができない。ただ

し楽器の種類によっては,① o②・⑥をしていなくても③に直接進むことができる。)

③の楽器コースは,①または②のコースの終了後に始められるが,難 しい技術を覚えながら

更にコーラスなどで音楽的なことを学んでいけるようにカリキュラムが組まれている。尚,楽
器コースは, 日本のようにピアノやヴァイオリン中心といぅた形ではなく,豊富なコースが用

意されている。次の ( )内 は,学習適齢年令の目安である。

ブロックフレーテ (6～)  チェロ (6～)     アルトホルン (12～ )

ギター (10～)        コントラバス (12■)  テノールホルン (8ん )

アコーデイオン (8～)  フルート (8～).   トランペット (8～ )

ピアノ (6～)      iオ ーボェ (12～)    トローンボン (107)

打楽器 (6二)       クラリネット (10～)  チュァバ (12～ )

一般的なコ
=ス

②―③―⑤

②―④―③―⑤

⑥―⑤

①―③―⑤

①=④
―③―⑤

⑥―③―⑤

⑥―④

ヴァイオリン (6～ )

ビオラ (8～)  ・

サクソホーン (10～ )

ファゴット (12～ )

但し,楽器のコースに入る前提として:手の大きさや歯並び:そ して力などを考慮しなけれ

ばならない。従って,どの年令ではじめるかは,厳密には個人によって違ってくる。

尚,こ れらの楽器の貸出しについては,ピアノとブロックフレーテ以外は,安価な賃貸料で

借り出すことができるようになっている。

さて,音楽学校では, 1つ 1うのコースを提供するというよりはもっと長期にわたる教育を

ねらいとしている。そのためには早期教育から受けることが望ましいとされているが,12オか

ら入学できる基礎科と楽器コ‐スを一緒にしたクラスも用意している。但し,楽器については

フルート,ギター:打楽器に限られるという。

また,音楽を主専攻としてやっていきたい者には,早期からの教育が必要であり,主 とする

楽器以外に2～ 3の楽器を練習させるシステムになっている。この生徒に対しては,定期的に

成長の度合いを見ている。主要科目は毎週 1時間,個人授業の形で参加させている。また,ア
ンサンブル,1理論,音楽史なども音楽関係の職業に従事するためには重要な要素であるとして

いる。                                      |
西 ドイツでは,若い優秀な音楽家を育てることが重視され,このことは随所に見られること

～歌・コーラス・アンサンブルを含む

6～ 12才

⑤楽器授業なしのアンサンブル

6才 ん
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であった。            |
例えば,優秀な生徒のために音楽学校の教師は,80時間を無償でレッスンにあてるようにし

ているということを耳にした。また,1950年 に設立されたドイツ音楽連盟主催の毎年のサマー

キヤンプでは,国際交流の形の中で発表できる機会が与えられている。

このように,公共の教育として,良い演奏家を育てようとする努力は素晴らしく,音楽を志

す者にとっては日本では考えられない恵まれた環境が用意されているのである。

日本では,幼児期あるいは小学校まではピアノを習っていたけれど,だんだん大きくなるに

つれてやめてしまうケースが多い。ヴュルツプルグ音楽学校の例では,2500人 の生徒のうち,

10～ 15人 は専門家になっていくというのである。

音楽が育つ環境,優秀な人材を育てる教育体市1の違いを見るのである。

2:カ リキ三ラム～指導内容

ここでは特に,早期教育コース・初期教育コースに視点をあててみてみることにする。

早期教育コー■スでは,幼児に音のひろがりやリズムを身体全体でとらえさせることをまず目

的にしている6楽 しい遊びに結んで,音に慣れ,楽器に触れさせ,そ してそれが楽器を学ぶ上

での前提であると考えるのである。

初期教育コースでは,拍の流れや記号を学び,和音が聞きとれるということを主な目的とし

ている。オルフ楽器と声,同時に身体運動を伴なわせることによって, リズムが自然に身につ

くようにくふうされているのである。そして,そのあと書くことを習わせるなど音符の読み書

きにも重点がおかれている。

両コースもオルフの教育法をとり入れてお:り ,その特色的な楽器と教則で教育界に光を放っ

ている。

また,初期教育コ.― スでは,プロ,ク フレーテなどドイツの伝統的な楽器を含めての音感教

育が重視されている。,お もしろいことに,このブロックフレーテは学校内ではほとんど指導さ

れていないようであるのに対して,音楽学校にはたて笛クラスが数えきれない位あるのである。

そして,こ こで使用されているブロックフレーテはすべて本質性である。本は生きた素材であ

るとして,それが作り出す美しぃ音色にこだわっていることがわかる。 6才からバロック式を

使用し,呼吸法・運指法を会得して手軽にアンサンブルができ,ま た他楽器への発展というこ

ふ誓li腸[易覇象響菖空i私早i][|]喜菫[象黒履]51:見ダサ‡::i県龍il111言
る。

さて,音楽学校では,フ ライルできるようなテキス トを子供達に持たせている。例えば,早

期教育コースでは,半年毎に一巻分が毎時ファイルされて 2:年間で 4巻が終了という具合であ

る。

テキストは,テープレコーダーを併用して用いられ, ドイツ音楽連盟のカリキ■ラムによっ

て作られている。現在使用のものは,データード・ブッファー及びヴイルヘルム・トゥイッテ

ンホフによって出版されたドイツ音楽連盟・音楽早期教育のプログラムを改訂したものである。

当然のことこれらのカリキiラ ムの教材,指導内容およびシステムは著作権下にある。

以下,両コースの教本に見られる教材内容や担当者の話などを参考にしながら,特徴的とみ

られる指導内容をまとめてみることにするぎ

① 楽音に限らず,自 然の物音や身の回りで経験する雑音 (騒音)に も耳を傾け,その中での
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音のひろがりやリズムの特徴を聞きとり,音に対する興味を引き出している。

<例 >「音楽の聞きとり」

“ピーターと狼"(プロコフィエフ作曲)の レコードを聞く。

テキストには,この音楽物語にあらわれる場面や情景また楽器の絵が,音楽の流れで自然に

読みとれるように楽しく描かれている。

<例 >「身の回りの音の聞きとり」

図2の絵をめくると次のペァジに図 3の絵があらわれる。そして,

音の特徴をつかませるし

図3 どんな音がするかな

テープを聞きながらその

<例 >「音の持つリズムヘの興味づけ」

それぞれの音の鳴り方を図式であらわし,テ ニプの音を聞きながらそれぞれの音を探し出さ

せる。 (図 4・ 5参照)

図4 音の鳴り方のあてっこ          図5 音の鳴り方のかたち

○

ハ ハ ハ
○

●●●●●  ●  ●●●● Ce  CCte● ●

② 記譜への前段階として,音と言葉のリズムを結びつけての遊びをとり入れてぃる。ここで

は子供に音符を読ませるのが目的でなく,音の中が広いか狭いかの並び方を学ばせている。

図形 (図 607参月1)で視覚的な理解もさせている。

図2 楽しい遊び

○

○ 0

○
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図6 音と言葉の高低関係

図7 音と言葉のリズム関係

Martin, fangmichdoch!

Martin

③ 読譜・記譜の学習では,ま ず4分音符 1つ と8分音符2つの並列形の組み合わせを十分に

扱い,旋律は2音旋律から次のように少しずつ音を増やしていく方法を取っている。 (図

8・ 図9参照)

(S一 m)→ (ι ― S一 m)→ (イ ー S― m― r)→ (d'7ι ~STm)

→

(m一
r一 d)→ (イ

ー
o二

m一 r_d)→
(di一

`一

S― m― r一 d― イ
ー S)

■いろいろな音の曲ヘ

それぞれの音の中が十分に理解できるよ

図8 4分音符と8分音符

うに,いろいろな教材が用意されている。

図9 ソとミの音遊び

50 -
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:“

nl

カ
7● ck‐ 7ack

`
ml 

― m

カ

I

[!.ilIII.|] Jl
歌った歌をハンドサインであらわし,階名唱ができるようにしている。(図 10参照)ま た,

図11に 見るように,調が変化しても階名の読み方は変化しないという事を理解させている。

初級コース終了時には,長調と短調の音の並び方,♯ やbの役割,更に図12の ようなリズ

ムの記譜ができるようになってぃる。

④ 言葉に即興的にメロディーをつけたり (図 13参照), 2音・3音のきめられた音の中で自

由に歌ったりなど,即興演奏の機会を多くもうけている。

以上,早期・初期教育コースの指導内容の特徴的な部分をとり出しiて みたが,次に初期教育

曲

出



コースの授業参観への私見を置いてこの項をまとめたい。

図10 ハンドサイン

ρ
し

ｒ
ト

参
⊂ ゝ   …

_ ゼ 〕

図 11 ドレミの階段

図 13 言葉による即興唱
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図 12 音符や休符の学習
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<事例>参観授業から

指導者  Mttte・ HЁYGSTER

対象児  初級教育コース児童 (7～ 9才)15名  :
ねらい

* 拍の流れを身体全体で感:じ とる。        i          ‐

* 耳で聞いたメロディーを,ハ ンドサインにより階名翻訳できるようにする。
展 開

:        :

① 先生と一緒に:両腕力珀虫れ合うように円型に並ぶ。(写真 2参照)

② 先生が歌いながら,1身体を左右にゆらくりとゆらしていく。          ・

③ 先生の身体のゆれが子供達に自然に伝わり,拍の流れをスキンシップの状態で感じとる。

④ 子供達は小声で少しずつ先生の歌を模倣し出す:その間,先生は子供の歌にかぶせて何
度も歌って聞かせる。              1    1   ~  1

⑤ 歌のメロディーがつかめたところで,全員椅子に腰かける:    :
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⑥ 先生の歌に合わせて,子供達は′いの中でメロディーを歌い,膝打ちや手拍子,指な場し

をしながら4拍子の拍打ちをする。

⑦ 膝打ちの音の出し方に注意を払わせ,拍の頭

を意識づけていく。

③ 歌ったメロディーをハンドサインで階名翻訳

する。先生はその階名を板書 していく。

(板書) mlm rm d r m ιlι
～

⑨ 次に, 4拍子と3拍子の歌を歌い比べる。指

揮や手の上下の動きの組み合わせなど,身体表

現をしながら拍の違いを感覚的にとらえさせて

νヽく。        ｀

⑩ 更に, 3拍子と6拍子のアクセントのつけ方

の違いをボール遊びで体得させていく。

① 学習に区切りがついたところで,若い後継者

(後継ぎを育てるという意味で常に助手がつい

ていた)の先生と交代する。

⑫ 授業のまとめということで,既習の歌を歌い

ながら身体表現をする。(写真3参照)

⑬ 最後は歌ゲームにな

り,先生や助手,そ し

て我々参観者も一緒に

入って楽しく終了する。

以上のように,①～⑬ま

での流れを参観したわけで

あるが,授業後の感想をこ

の項のまとめということで

述べてみたい。

* 子供達の歌声は大変き

れいであったが,音程な

どはまだまだばらばらで

ある。教師もこれに気づ

いているが,歌がしっかり歌えることよりも拍子感 ◆リズム感へのねらいを重視しているよ

うである。階名翻訳の場面では,教師の正確な歌を常に聞かせていたのが印象に残る。

* 歌を歌いながらまりつきをし,そ こから拍子の違いを感じとらせるという遊びを導入とし

た発想はすばらしい。しかし,子供達のまりつきの技術が及ばず,拍の流れやリズムを感じ

とらせるねらいは失敗に終っている。年令発達への配慮という点で考えさせられた場面であ

る。

* 助手の行なった身体表現を伴っての歌遊びは大変楽しかったが」身体表現が単なる歌詞の

内容そのものに付けられたものであり,それには疑間を感じた

`筆
者は,音楽遊びにおける

身体表現は単なる歌詞の理解ばかりでなく,こ こで扱われた教材そのものの音楽的内容 (曲

写真 2 拍の流れを感じながら

写真3 楽しい歌遊び
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のもり上り,同型反復,形式等)を動きに結んで感覚的にとらえさせることでなければなら

ないと常々思っている。このことは,授業後ハイグスター氏および助手の人にも強く主張し

て,賛同の意を得ることができた。

* 指導者ハイグスター氏は,声楽もピアノもその演奏力・表現力においてすぐれており,子

供ばかりでなく参観している我々をもとりこにしてしまうような吸引力をもっている。彼は

早期教育の指導者や小学校の先生方に対しても,講義や実技指導にあたっている。そんな彼

の授業を三度参観しただけで感激なのだが,先生のすばらしい範唱や範奏にただのせられて

(お しきられて?)子供達が活動しているという気がしないでもなかった。はじめからずっ

と先生が前面に出てリードしていく形をとっていたわけである。最後に我々も参加して行

なった歌ゲァムで,は じめて子供達ののびのびとはじゃぐ声を聞いた思いがするのである。

このあたりは,我々指導者として考えさせられる問題であろう。

以上,早期・初期教育コースにういて実際授業の反省なども含めながら,カ リキュラムや指

導内容を見てきたが,なおこの2つ のコースに並列されて楽器コースがある。これについては

低年令を対象としているという事で,指導上の留意点だけを摘記しておくこと すゝる。

・ 常に遊びの要素をとり入れて指導している。

・ 後々までも残るような心理的障害の気持を持たせないよう指導法を開発している。

| , 特に小さぃ子供については,ま ず歌を楽しませる。歌を十分に楽しんだ後に楽器遊びを

の手順をふまえている。

・ 実際の演奏では,先生や母親力Ⅶlに いて,大 きく描かれた音符をひとつひとつ指さして

あげるなどきめの細かい補助や手助けを伴なわせている。         .

I 日本への適用 とその問題点について

さて, 日本における音楽教育への適用とその問題点について考察していくわけであるが, 日

本では公共の立場で,学校外の音楽教育を実施できる場は先ず皆無に近いといっていい程であ

る。そこで現状としては,主 として幼稚園あるいは小学校教育とのか わヽりの中で,その適用

についての可能性～そのひろがりを考えていくことになろう。また,指導者養成という観点か

ら,学生あるいは現場の指導者に対してもこれが生かせることをねらいたい。

1.1対 6の教育

西 ドイツでは,幼稚園 ,小学校が午前中で終了し,対象となる子供は午後に公立の音楽学校

に週 1回 あるいは2回通ってくる。日本では幼稚園は別として (最近は午後にまで亘って保育

をしている園も多いが),保育園・小学校は午後まで保育ないし授業があり,音楽リズムある

いは音楽の授業時間が保障されている。つまり,こ の保障されたワクの中で適切な音楽指導が

なされていれば何の問題もないのである。

しかし,ま ず教師 1人に対して受け持っている子供の数は比較にならない。

ビーレフェルトの音楽学校を例にとってみよう。この学校は分校も含めると早期教育教室を

80教室持っている。そして,音楽の早期教育を専門に研究してきた先生力ヽ 6名 (専任26名 ,ア
ルバイト60名 )いる。30人の子供に対して 5人の先生がつくのである。 1人 1人の子供の個性

や表現活動をじっくりと見守り育てていく余裕もここから生れるのである。

子供が少なくなったから先生もいらないというのではなく,逆の発想で子供達を育てていく

行政の努力が強く望まれるところである。
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次の表 2は,西 ドイツにおける幼稚園および基礎学校 0基幹学校 (日 本の小学校)の教員一

人当りの生徒数である。州によってばらつきはあるが,全 く日本の比ではない。

表2 西 ドイツにおける教員一人当りの生徒数
Uリ

2.う らやましいアカデミー

西 ドイツでは,指導者再教育のためのアカデミーがゆきわたっている。

学校の先生,教会音楽の演奏家はもとより,ソ ーシャルワーカーや社会教育者に対して,音

楽及び身体表現の指導,ま た音楽の早期教育, リズムや音感教育,グループ練習など,労働促

進法に基づいての再教育が実施されている。その再教育の場がアカデミーである。ドイツ連邦

共和国と州から各50%ずつ費用がでており,ア カデミーの専任講師の他,音楽大学からも指導

者を招いて再教育が行なわれる。 (写真 5参照)

筆者が訪ねたアカデミー・レムシャイトには,受講生の為に110室 (2人部屋と1人部屋)

の宿泊室を持っており,プール等の設備も整しY快適な研修が出来るようになっていた。 1週間

の受講料は,宿泊費・食事付で約16,000円 (7日 で割ると1日 2,300円 位)であるという。日

本の食費代程度だけの費用である。

講座は 1日 限りのものもあるが,原則として次のようなサイクルの研修を全部終了して,は

じめて再教育が終了するシステムになっている。

| |][l][」 [「[[]iらて|こ
のサィ「ル157,回くり返す。

↓

1週間の講習 (こ の期間,実際に幼稚園や小学校に出かけての実習が含まれる。)

↓ ・

3ヶ 月現場へ (再度,課題をもって)

↓

アカデミーでは,受講生の水準が指導者ということで,技術の上達でなく,子供によりよく

指導する為にはどうしたらよいかということを目的としている。

筆者が参観した日にも, リトミックの授業が行なわれていた。ここでは,音楽の先生と踊りの

連 邦  幼稚園 量彗撃篠

と
(小学校) 州 男J(1978年 )

バ ーデ ン・ ヴュルテ ンベル ク

バ   イ   エ   ル   ン

ヘ    ッ    セ    ン

ニ ー ダ ー ザ ク セ ン

ノル トライン・ウェストファーレン

ラ イ ン ラ ン ト・ フ ァ ル ツ

ザ  ー  ル  ラ  ン  ト

シュレスヴィッヒ・ホルシュタイン

ベ    ル    リ    ン

幼稚園 量彗革篠
と

1970  20.0  31.6

1971  19。 5  30:7

1972   18.5    29.6

1973   17.5    29。 3

1974   16.6    28.2

1975   16.3    27,3

1976   16.0     26。 2

1977   15,9     25。 2

1978   15.4     24.1

(フ ルタイムとパー トタイムの教員を

すべてフルタイムに換算 してある)

6.9   22.7

5,6   23.6

11.8   24。 3

30。 3     24.8

15.0    25。 4

12.7     22.6

9.0   23.3

28.4     27.8

17.7    19.8

16.5     22.0

30.6     25.4

プ ン
　
グ

メ
　
ル

一　
プ

レ
　
ン
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先生の 2人がペアになって指導に当っている。

その日参観した内容は, 2人の講師から事前に出された課題に従って,受講生がひとりずつ

教師になり,模擬授業を行なうということであった。

課題は,一つの歌 (カ ノン)が与えられ,そのリズムとメロディーそして歌詞の内容を理解

して,それを動きで表現するというものである。

指導の押えとして,子供

ひとりひとりの動きのテン

ポを提え,それをグループ

のテンポにまでもっていけ

るようにということである。

子供と先生役に分かれて

のほほえましい授業 (写真

4)が展開されたが,授業

後の協議会の雰囲気は厳し

く,次のような意見交換が

盛んに行なわれたのである。

* いつも歌って聞かせ

たり,ピアノに行った

りきたりしたのでは音楽が流れていかない。

* 授業は,終わりもきれいに終わるという形が大切である。

* あれもこれもの目的,ね らいが多すぎる。

* カノンの形で歌っていない。それぞれのパートを覚えて,それを重ねて歌わせるという

やり方だった。

* 子供の自由なテンポ

からはじめ,その足の

リズムに合ったテンポ

をとり上げたのはたい
°

べん良かった。

* “次か らむずか しい

ところがきますよ !"

などのプレッシャーは

まずい。

* 教師は,いつも子供

に対 してその動きだけ

に夢中になってしまっ

て歌を忘れてしまう。そこの注意を常にしなければならない。

* 発声法では,息を吸いながら首を半分まわし,は き出しながら元の状態に戻す。そして

息をはく時に,お腰の緊張感をゆるめるようにすると良い。

以上により,子供達によりよく指導するにはという講座のねらいが十分に理解できるのであ

る。

写真4 受講生による模擬授業

写真5 早教育指導者講習授業風景
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さて,日 本の場合はどうであろうか。現在,‐ 全国的に幼稚園・保育園あるいは小学校の先生

方を対象に講習会が無数に開かれている。はとんど民間団体の主催によるもので,受講費用も

高額である。また, 1日 あるいは長くて3～ 4日 間だけという日程が普通である。せめて,地
域毎の先生方の研修会の形ででも実のある再教育の機会が継続的に行なわれることを期待した

い。その場合,筆者をも含めて,それぞれの専門的な立場からの応援体制を見直す必要があろ

う。

3.子供を育てる社会的環境

日本では,例えば群馬交響楽団の例に見られるような地方に活躍する団体が10を越えている

ようである。しかし,これをもって全国の子供の耳を十分に潤しているとはとうてい言えない

のである。

しかも,その関係者は経営の難にあえいでいるという。望ましい社会的音楽教育環境二 “音

楽を育てる土壌"のためにわれわれはこれからも渾身の応援をおくらねばならない。この点,

ドイツの子供達はさらに幸わせである。

ヴィンネンデン市長の話の中にも,こ のことがよくあらわれていた。つまり1町の催しには

必らず音楽学校のオ=ケ ストラの参加が組み込まれ,ま た地域の子供達の春休み 。秋休みには,

音楽に親しむ会が催され,季節に関連した遊びを用意してぃるというのである。たまたま筆者

が滞在した日にも,町のグストハウスになっている塔の上から町中に向けてブラスバンドの生

演奏が流れていたのである。毎月第 1日 曜日の朝の値Fll行事であるという。    i ・ |||
また,ニーダーザクセン州の音楽省長の話では,オペラやバレーの公演,各種の音楽会の入

場料のうち85%が国の負担,15%が市民の負担であるという。筆者も,前掲のスケジュール表

に見るように,オ ペラや音楽会に出掛けていったが,秋休みということもあって子供の参加が

大変多かったのである。       |
さらに,楽器の自由な借り出しもうらやましく思ったことのひとつである。日本にあっても,

公立図書館の本のように,自 由な貸し出しをしてはくれないものであろうか。日本でもちびっ

こヴァイオリニストの数は多いのである。ヴァイオリンやチ三口のようなものは,身体の成長

に合わせて楽器を変えていかねばならない。西 ドイツでは,年間4,000円 位で貸し出してくれ

るのである。

4.教科教育に生かす問題

① 目標設定の原点

カリキュラムおよび指導法については, 日本から学んだものが多いということである。筆者

が訪独しての最初の授業参観は,ビュルツブルグのヴデイカ‐スハイム城内にある音楽研修室

で行なわれた鈴木システムによるバイオリンのレッスンであった。

3才からの10～ 15名単位のグループレッスンであったが,ま ず “鈴木デー"と 呼ばれる程に

そのシステムが定着していることがわかった。 (但 し,一部にその指導法の具体に対して疑問

を持つ ドイツ人もいたが・・・)

また,音楽学校では, 日本のヤマハやカワイの音楽教室の教育システムから示唆を受けた面

も多いように見受けられた。 ドイツの音楽学校の先生方の日本における授業への参観希望にも

強くそのことがうかがえるように思われるのである6ヤマハ・カワイの音楽教室のカリキュラ

ムや指導方法論は,それぞれ専門的な立場からめん密な計画が作成され,そ して実践がなされ

ている。子供達の音楽教育に大きく寄与してきているのである。しかし,楽器メ‐カーの営業
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ペースで行なわれてし
,ヽ
る側面が否定できないであろうことからくる音楽教育への方向づけは,

手にとるように見えてきていると言わざるを得ない。日本では,日 に見えるもの,耳に聞こえ

るものについての技術の向上に対してばかり,に大きな評価が与えられ易いのである。

では,こ こでこの手の音楽教室とドイツの音楽学校で使用されている同年令の子供を対象と

する楽譜への意識づけをねらいとしたテキストを比べて見てみよう。(図1415参照)

図 15 西 ドイツのテキスト

以上から,こ の視点における考え方の違いを読みとることができそうである。では,さ らに

ドイツの音楽学校の案内書に載せられた子供達の素朴な発言に注意してみよう。

Markus H.

Thomas L.

Sabinel.

Btirkhard W.

Katharina.

Beate K.

Bernward W.

音楽学校では,先生がおっしゃるだけの練習をする。

僕は楽譜とグロッケンシュピールを同時に見える日は持ってないよ。

私のお父さんは婦人科の医者だけど,私はお店の会計 (レ ジ係)になりた

いθ)。                              ′

口や声でできることは沢山あるけど,日 をつぐむこともその 1つだよ。

仕事には昔からたくさんあるけど,私のお母さんは何もしなかったよ。

この音楽学校には音楽をするということじゃなくて,家からしばらく離れ

られる為に来ているの。

しばらく.し たら僕は何の楽器も演奏しないよ。だってむずかしいから。

ヴデイオリンの音は悲しすぎる。

この子供達の型にはまらない自由な発言,ま たそれを音楽学校案内に載せる巾の広さは何と

いうことだろうか。それに対してテクニックの本ばかりを追うことへの反省を見る思いがする

のである。

とくと味読して教育目標の設定に資するところがなければならないであろう。

さて,昨今,我が国では園児不足解消の為に,英会話,読み書き,器楽合奏,水泳等々の目

玉商品を用意し,OO塾 を思わせるような例が頻発している現状を見過ごすわけにはいかない。

ドイツの早期教育担当者が口をそろえて言っていたことの趣旨は,小さいうちからのおしつ

けを極端に嫌い,ま ず音
:楽

を楽しむ心を育てる。そして友達と二緒の愉快さを十分に味わわせ

るということであった。小さい時から言葉の訂正をされるとどもりになる。小さい時から演奏

に対する訂正をされると後々までも不安となって残っていくということを恐れているのである。

■濃職ル
|
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そこに, じっくりと熟成を待つという姿勢が感じられるのである。

Emett Wilsonは ,小さい子供の音楽教育のあり方について次のように言っている。

「音楽は感情に依存する芸術であるので感情を失うとたちまち音楽は死んでしまう。ことに

始めは,たわむれの感情,つ まり楽しい探険の感情でなければならない。すべきであるとかせ

ねばならないという考えが入ってくるとたちまち遊びへの興味と音楽の嗜好の発達は抑制され

てしまう。」
(H)      .

幼児期の楽音教育のあり方について,初心に戻って考え直す時期にあるといわねばならない。

② 心を育てる教材

ア)身の回りの音や楽音への興味づけから,音のひろがりやリズムの特徴を感覚的にとらえさ

せるという題材のとり上げ方には賛成である。現行の幼稚園教育要領には,こ の内容にあた

る記述はない。        ヽ

音色に対する興味がピークに達する4才児の楽しい音楽遊びの内容としてもぴったりであ

る。幼稚園の現場でも,音の出る身の回りのものや手作り楽器をとり上げて,音に親しませ

るという活動をしているところもある。その音の持つリズム,音色,奏法等を分析し,こ れ

をカリキュラムに位置づけ,構成してみる価値は大きいと考える。早速に検討してみたい課

題である。

イ)歌および楽器への教材として, ドイツではわらべうたや民謡を用いているということに関

しては次のように考える。

ドイツでは,単音あるいはカノンの歌を中心に扱っていたが,すべて 5音音階のものであ

るにせよ西洋音階である。日本のように独自に伝統的な日本旋法のわらべうた (陽)と 現代

の歌 (西洋音階)と いった扱い上の悩みはないのである。いずれにせよ, ドイツでは,自 国

のわらべうたや民謡を非常に大切に扱い,それによって文化を感じとり,時代を理解すると

いうことを重視している。そして,このことは,子供が楽譜は読めなくても,歌詞のもつメ

ロデイー～いわゆる“ふしことば"に よって音がわかるということにつながるのである6つ ま

り音と言葉がぴぅたり結びついた音楽というわけである。その意味で,自 国の歌の中で, 2

音旋律～ 3音旋律～4音旋律～へと沢山の教材が用意できるうらやましさを感じるのである。

日本のわらべうたでも,このような教育体系を組むことは可能である。しかし,わらべう

たの教育的意義については, もはや斜陽の扱いの感すらあるのである。そして,その反面,

主としてマスコミの攻勢などにより,何千何万という新しい歌があふれ,それを安易に子供

達に与えているという問題がある。乗り遅れてはならじとばかり,新 しいものにどんどんと

びつかざるを得ない性は恐ろしいと言わねばならがい。このあたりで,わ らべうたの良さも

含めて教材とは何かの問い直しの必要な時期がきていると思う。今後の課題として残してお

きたい。

③ 指導法に生かす 4つの視点

ア)オルフの教育は,我が国に紹介されて数十年を経ている。今日でも根強く受け継がれ,実

践している園や学校もある。 ドイツでは,音楽教育の代表的なシステムとして考えられてお

り,特に幼稚園や小学校で働く人を対象に,各地でオルフ教育法の講習会がしばしば催され

ると言う。この教育法は, ドイツの言葉, ドイツの子供の遊び,それに伴なう歌を指導の出

発点としている。Elementar(基 礎の)と いう言葉によって説明されるよう'に ,「基礎的な

言葉」 。「基礎的な楽器」 0「基礎的な運動 (動 き)」 に根ざした教育のアイディアを示し
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たものである。また,オルフの教育楽器は奏法が易しく,丈夫で,美 しい音色であるとして
,

日本でも高く評価され,一般の幼稚園でも使用されてきつつある。   |      ‐

しかし,自 国の言葉から出発し,そ こからリズムやメロディーを学んでいくというシステ

ムについては, 日本語の場合それなりの変改が必要となるであろう。ただ,その教育内容,

例えば音楽遊びとしての身体表現や即興表現の重視などについては, もっと生かされていい

内容であると思われる。

次にドイッでは階名唱の導入にハンドサインを使うなど,ハ ンガリーのコダーイ教育法を

とり入れていた。ハンドサインの利用については是非の答えを用意していないが,それぞれ

の教育法に学ぶべきところは是非生かしていきたいものであるL

イ)リ トミック教育法については,音を聞しヽて身体で理解することが音楽を文字通り身につけ

る為の第 1条件であるということで, ドイツでは大変重要視されている。

音楽指導者の再教育機関であるアカデミー・レムシャイトを訪ねた時に,ギター講座 (音

楽大学でギタニを学んできた人が対象)と リトミック講座,民族音楽講座等々の講座が開か

れていたが,他講座の受講生もリトミックの授業は必ず受ける義務があるということであっ

た。また,国際リトミッタセミナー等,適切な指導が行なわれるように各種の講習が用意さ

れているということである。

我が国でも, リトミックという名称は一般化されている。しかし, 日本に入ってくるとど

うしても訓練的な色彩の濃い部分だけが前面に出てきてしまうきらいがあるようである。前

述のリトミックの授業風景にみるような,子供達の持らている動き。遊びからリズムを作っ

ていくという,こ のあたりへの着眼が十分に適用の対象となるであろう。

ウ)読譜・記譜の指導について, 日本では原則的に (小学校 2年生までは聴唱法で), 3年生

にならてハ長調の視唱・奏が出てくる。

さて,幼稚園の段階で階名唱というと,筆者も含めて異常視する傾向があろう。しかし,

無理のない配慮のもとで,遊びながら歌詞を覚えるように階名唱ができるようにするという

ことについては考えてみる価値がありそうである。何調に関わらず,階名唱での歌遊びの楽

しさを経験させ,その上で 3年生での読譜学習に進むというカリキュラムがたてられないで

あろうか。ハ長調ということにこだわらず,前掲の図11の ような形からの導入が適切である

と思う。現在の学習指導要領にあるように,ハ長調tへ長調への形は,子供にとってかえっ

てむずかしい側面を手むのではと考えるのである。

工)ブロックフレーテの指導については,日 本では小学校 3年年で二斉に学習するが,西 ドイ

ツでは一度もたて笛に触れることもなく成人していくケースが多い。しかし,最近はブロッ

クフレーテを習い始めている子供も増えているという:指導は6才から始められ, 2年後に

は,アルト笛とソプラノ笛とのアンサンブルが楽しめるようにしている。使用している楽器

はすべて本質性でバロック式である。

さて,こ れに対して日本では,プラステック製でドイツ式のリコーダーが一般に使われて

いる。そして,こ のドイツ式フインガリングのシステムに対しては,専門家からも疑間視の

現状があるのである。さらに,30～ 40名 のクラス全員で,一斉に演奏する光景は異様である。

リコニダーの音色が最も冴えるのは,ソ ロまたは4ヽ人数のアンサンブルの中であると筆者は

考えているからである。将来へのフィンガリングの障害にならないようバロック式の選択と

指導のあり方が検討の課題になりそうである。
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お わ り に

西 ドイツにおける音楽教育の実情と日本への適用の問題について述べてきたのであるが,わ

ずか 3週間の短い期間, しかも限られた地域の限られた資料の分析の中での考察である。州毎

に異なる教育行政をもつ西 ドイツ全体について, とても意を尽せるものではない3こ の点は,

当然のこと今後の発展的な研究に挨つ必要力
'あ

るが,少なくとも今回の研修で,こ れからの音

楽教育を見つめ直す手がかりがつかめた事は事実である。この機に,適用への細案作 りを課題

として残したいと思う。

最後に,あ るドイツ人が筆者に寄せたきわめて印象深く示唆に富むひと言を,特に記録にと

どめてこの小論を終りたい。

「“音 !音 !音 l………"音楽が発達しすぎて, どこに行っても音楽がなりひびいてくる。音

楽がとまるとびっくりする。静けさに対する落ち着き,ゆ ったりとして何の音もない場が精神

の落ち着きには大切でないだろうか。」

“音 !音 !音 !… …・
:・
" この人の叫びの中に,今後の音楽教育への全課題が包含されてい

そうである。
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